
　絵と言葉を一つの画面に組み合わせた詩画作品を
募集しています。皆さんの「いのちの輝き」を込め
たオリジナルな詩画作品をお待ちしています。
◉一般の部
�F4サイズ（332ｍｍ×242ｍｍ）、厚さ100ｍｍ以内、
重さ1,000g以内
�募集要項にある出品票に必要事項を記入し、郵送
または持参。提出の際は、作品受付証・審査結果
通知に切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記入
し、作品と併せて提出。

◉みどり市小中学生の部
�八つ切り（392ｍｍ×271ｍｍ）画用紙
�名札に必要事項を記入し、作品の右下に貼り付
け、各学校へ提出。

共通事項
�９月30日㊌まで（消印有効）
�・発表…11月中旬

　・表彰式…12月12日㊏ 14：30～
各賞（一般の部・小中学生の部）
　�大賞（富弘美術館賞）各１点、優秀賞各２点、奨
励賞各３点、入選74点（一般の部のみ）
� 富弘美術館☎(95)6333

第14回詩画の公募展

　まちづくりに皆さんの意見や提案を反映するため
「まちづくり会議」を開催します。第２回のテーマ
は「バイローカル（Buy Local）」です。
　地域のよき商いを支え、地域内での経済循環を意
識した営みの考え方や、日常の生活の中でできる実
践について一緒に考えましょう。
７月18日㊏ 14：00～16：30（13：30開場）
いきいきセンター
50人（アイデア出しワークショップは30人）
�①大間々官民共創デザインの進

しん

捗
ちょく

報告
　②�講演「よき商いを守り育てるバイローカルとま

ちの未来」
　③�アイデア出しワークショップ
　　「わたしたちにできるバイローカル」
無料
７月17日㊎までに、�電話または右の

　２次元コードから
都市計画課☎(76)1903

第２回まちづくり会議

　市では、有害鳥獣を地域の資源（ジビエ）として
有効活用する取り組みを支援しています。市内の飲
食店などで、適切に処理されたジビエ肉を購入し提
供する場合、その経費の一部を補助します。
�次の全てを満たす市内の中小企業者や個人事業主

　・市内で飲食などに関連する事業を営んでいる
　・市税（国民健康保険税を含む）の滞納がない
　・国や県などの同様の補助金を受けていない
　・暴力団排除条例に規定する暴力団員などでない
�ジビエ肉の購入費用（消費税、送料、代金引換手
数料、振込手数料を除く）の2分の1を補助
�・購入前に申請してください。

　�・予算額に達し次第、受付を締め切ります。
　・�食用だけでなく、ペットフード用の原料として

の購入も対象です。県の方針に基づき許可を受
けた食肉処理加工施設から購入する際にご活用
ください。

　・�年度内上限10万円に達するまで、複数回に分
けて申請できます。

　・�自家消費や第三者への無償譲渡目的で購入する
場合は対象外です。
� 農林課☎(76)1937

ジビエの購入費を補助

富弘美術館☎(95)6333

　成長するにつれ親の呼び方に悩んだ人も多いの
ではないでしょうか。富弘さんにとってつらい時
期を支え続けた母は生涯「かあちゃん」でした。

星野富弘さんの作品紹介　Vol.11

かあちゃん

加藤寛之さん 小野裕之さん

(一社)バイローカル
代表理事

(一社)バイローカル
理事
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　いつまでも住み慣れた場所で自分らしくいきいき
と暮らすために介護予防や認知症について学びませ
んか。自分や家族、地域の仲間の健康を支える力に
なりたい、自分でも何かできることはないかと感じ
ている人、お気軽にご参加ください。
８月10日㊊・19日㊌・26日㊌、９月２日㊌

　13：30～15：30（13：15受け付け開始）
大間々保健センター
�市内在住で介護予防に関心のある人
�・フレイル予防と運動　　　・口の「健口」

　・元気の源「栄養」　　　　・認知症の理解
　・介護予防サポーターと地域づくり
� �無料
�８月５日㊌までに電話または窓口
�４日間受講した人には、介護予防サポーター中級
の修了証書を交付します。
介護高齢課☎(76)0974

介護予防サポーター

　介護保険適用施設に入所している場合は、申請に
より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける
と、居住費や食費が軽減されます。すでに認定証を
お持ちの人は、更新の手続きが必要です。
�・介護保険負担限度額認定申請書・同意書

　・介護保険被保険者証
　・�本人と配偶者名義の全ての通帳（直近３カ月を

確認するので申請前に必ず記帳）
　・�本人と配偶者名義の資産（有価証券、投資信

託、金、銀など）が確認できる口座残高の写し
�８月31日㊊までに、介護高齢課（大間々庁舎）、
市民課（笠懸庁舎）、東市民生活課へ提出
介護高齢課☎(76)0974

介護施設費の軽減申請

�市内在住の人
�各回20人（先着順）
���①初めてのスマートフォン体験

　②スマートフォンの基本とLINE体験 
　③スマートフォンの基本とキャッシュレス体験
　④スマートフォンの基本と詐欺対策
�無料
�筆記用具、スマートフォン

※講座内では市が用意したスマートフォンを使用
��各開催日の前週の金曜日までに電話
�初回参加者に、みどモスPay500円分を進呈
�企画課デジタル推進室☎(76)0962

スマホ初級講座

期日 時間 会場 内容

 ８月 ４日㊋
10：30～12：30

笠懸公民館
①

14：00～16：00 ②
 ８月18日㊋ 14：00～16：00 多世代交流館 ①
 ９月 ８日㊋ 14：00～16：00 東公民館 ①

 ９月15日㊋
10：30～12：30

笠懸公民館
③

14：00～16：00 ④
10月 ６日㊋ 14：00～16：00 多世代交流館 ③
10月13日㊋ 14：00～16：00 東公民館 ③

　７月中旬に令和８年度の介護保険料決定通知書を
郵送します。
　普通徴収の人は、納付書が同封されていますの
で、金融機関や市役所窓口で納付してください。納
付は口座振替でもできます。
　特別徴収（年金天引き）の人は、年金支給時ごと
に介護保険料を年金から差し引きます。
　なお、65歳になって間もない人や転入して間も
ない人は、年金を受給していても、特別徴収が開始
されるまでは納付書での納付が必要です。
普通徴収の納期限

介護高齢課☎(76)0974

介護保険料決定通知書

　「歩くのが遅くなった」「よくつまずく」「階段
の上り下りがつらい」「掃除機をかけるのが大変」
など、日常生活の動作が大変になってきたと感じる
ことはありませんか。改善に向けてスペシャリスト
のアドバイスを受けてみませんか。
９月３日～11月19日の毎週木曜日（全12回）

　14：30～16：00
みどり病院 リハビリテーション室
�介護認定で要支援１・２または65歳以上で基本
チェックリストに該当する人

※�利用の際はケアマネジャーに介護予防計画を作成
してもらう必要があります。
15人

� 介護保険の負担割合に応じて異なります。�
　・１割負担の人…350円/回
　�・２割負担の人…700円/回
　�・３割負担の人…1,050円/回
�動きやすい服装、室内用の運動靴、タオルなど
�地域包括支援センター笠懸☎(47)7551

　　地域包括支援センター大間々☎(47)7552
　　地域包括支援センター東☎(47)7553
　　介護高齢課☎(76)0974

元気アップ教室

　性別による役割にとらわれず、
一人一人が自分らしく生きること
ができる「男女共同参画社会」を
目指し、男女共同参画への気づき
や思いなどを込めたワンフレーズ
メッセージを募集します。ぜひご
応募ください。
�市内在住・在勤・在学の人（小学５年生以上）
�15～30字程度の標語や川柳、短歌など（形式は
自由）
�９月４日㊎までに、右の２次元コードま
たは応募用紙に必要事項を記入の上、窓
口、メール、ファクス

※�応募用紙は、笠懸庁舎、大間々庁舎、東支所、教
育庁舎、農林業センターで配布しているほか、市
ホームページからもダウンロードできます。
�小学５・６年生、中学生、一般の各部門別に最優
秀賞１点（副賞5,000円分）、優秀賞２点（副賞
2,000円分）を贈呈します。副賞は、図書カード
（学生）または商品券（一般）です。また、応募
者全員に参加賞をプレゼントします。
地域創生課☎(46)9067

男女共同参画フレーズ

　「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を開催
します。参加者には記念品を渡します。
７月21日㊋ ６：00～６：45（５：30開場）
チームアールグラウンド（笠懸グラウンド）
�６：30～６：40にNHK ＡＭで全国生放送
スポーツ振興課☎(46)9068

夏期巡回ラジオ体操

　介護業界への就労に向けて、介護に関する基本的
な知識や簡単な技術を学ぶ研修会です。
８月29日㊏ ９：30～15：30
市役所笠懸庁舎
介護に興味のある人
20人（定員を超過した場合は市民を優先）
無料
�８月21日㊎までに、電話または右の

　２次元コードから
介護高齢課☎(76)0974

介護の入門的研修会

期 納期限
１期  ７月31日㊎
２期  ８月31日㊊
３期  ９月30日㊌
４期 11月 ２日㊊
５期 11月30日㊊
６期 12月25日㊎
７期  ２月 １日㊊
８期  ３月 １日㊊

	

福祉医療制度の見直し

　８月から福祉医療制度の所得制限を見直します。　　
新たに福祉医療費受給資格対象となる人は手続きし
てください。
◉母子父子家庭など
�高校生世代までの子を扶養している母子父子家庭
�変更内容は次のとおりです。

◉重度心身障害者・高齢重度障害者
�身体障害者手帳３級、障害年金２級、特別児童扶
養手当２級、療育手帳Ｂ１（Ｂ中）のいずれかを

　受給中の人
�変更内容は次のとおりです。

�今回の見直しは受給資格対象者本人のみです。配
偶者または扶養義務者の所得制限基準額に変更は
ありません。
保険年金課☎(46)7028

　㈱チームアールがネーミングライツを取得し、愛
称は「チームアールグラウンド」になりました。
スポーツ振興課☎(46)9068

笠懸グラウンドの愛称

変更前 変更後
住民税課税所得145万円 所得制限なし

	

変更前 変更後
住民税課税所得145万円 特別障害者手当に準拠した額
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CO₂排出量を見える化

　「みんなの算定」というシステムを活用し、各家
庭や事業所でのCO₂排出量を把握しましょう。
　登録して３カ月分の入力を行うことで、市電子通
貨・みどモスPay200円分を進呈します。
◉脱炭素の推進につながる
　月々のCO₂排出量をグラフで確認でき、環境へ
の意識が高まります。
　排出量削減に向けた取り組みを推進することで、
各家庭や事業所、さらには市全体のカーボンニュー
トラル達成につながります。
◉無料でCO₂を算定できる
　各家庭や事業者ごとにアカウントを作成すること
ができるので、CO₂排出量を可視化し、節約や今
後の指針策定につながります。
SDGs推進課☎(76)0985

　７月１日付で、市の人権擁護委員として、笠懸町
の伊井俊明さん、大間々町の濁川充さん、星野佐都
子さんが法務大臣より委嘱されました。
　人権擁護委員は市民の人権を守るための活動をし
ている民間の人で、人権擁護について理解のある人
を市が推薦し、法務大臣より委嘱されます。
　これから３年間、市民の皆さんの人権に関する悩
み事の相談対応などの活動を行っていただきます。
市民課☎(76)0972

人権相談は擁護委員へ

　家庭から出る食品ロスの実態調査に協力していた
だける人を募集しています。協力者には市電子通
貨・みどモスPay1,000円分を進呈します。
調査期間･･･10月１日㊍～31日㊏
�市内在住で、パソコンまたはスマートフォンで
「食品ロスダイアリーアプリ」の利用が可能な人
�100人（先着順・１世帯につき１人）
�８月31日㊊までに、申込用紙を持参、

　郵送または右の２次元コードから
�食品ロスダイアリーアプリの詳細は、市ホーム
ページをご確認ください。
SDGs推進課☎(76)0985

食品ロスモニター募集

文化財課☎(76)1933

　東町小中に所在する大蒼院には、花輪の彫物
師・石原常八（２代目）の作品が保管されていま
す。建物内の天井と鴨居にある空間「欄間」の装
飾として1829年に制作されました。
　普段は一般公開していません。

　次の市営住宅の入居者を募集しています。

�各募集とも指定がある場合を除き、原則毎週金曜
日までに提出
群馬県住宅供給公社みどり支所☎(46)7057

市営住宅の入居者募集

団地名 間取り 家賃 戸数

神梅第２団地 ３DK 10,600円～20,800円 １戸

神梅第３団地 ３DK 10,900円～21,500円 ２戸

浅原田中団地 ３DK 12,900円～25,300円 １戸

沢入団地 １K 7,000円 ２戸

大平団地 ３DK  8,000円～15,800円 １戸

第21回

大
だ い そ う い ん

蒼院の欄
ら ん

間
ま

彫刻

あたたかい心

㈲吉田旗染店…手拭い100枚
寄付を頂き、ありがとうございました。

☝市HP

企業版ふるさと納税

㈱アースダンボール
寄付を頂き、ありがとうございました。

　進学などで県外へ転出後、市内へUターンした単
身者とその保護者を対象に、それぞれ市電子通貨・
みどモスPay20万円分を進呈します。 
※単身者は加算される場合があります。
◦20～29歳の単身者

　◦�通算２年以上、県外（栃木県佐野市・足利市・
日光市を除く）に居住

　◦�県内（栃木県佐野市・足利市・日光市を含む）
に事業所を有する企業に就職　など

※保護者にも別途要件があります。
�３月31日㊌までに指定の書類を提出
地域創生課☎(46)9067

若者Uターン支援金

◉令和９年二
は

十
た

歳
ち

の集い～弐
に

十
じゅっ

祭
さい

～を挙行
　式典の詳細を11月中旬に対象者へ通知します。
皆さんの出席をお待ちしています。
令和９年１月10日㊐ 14：00～
ぐんま未来大学ホールPAL（笠懸野文化ホール）
�平成18年４月２日～平成19年４月１日に生まれ
市内在住で市内の小・中学校を卒業した人

※�現在市外に住んでいる人でも、みどり市出身（市
内の小・中学校を卒業など）であれば出席できま
すので、希望する人はご連絡ください。
◉運営委員を募集
　式典の企画・運営（記念品の選定・式典の司会な
ど）を行う運営委員を募集します。
�二十歳の集いの対象者
�電話または右の２次元コードから

※�氏名、住所、卒業した小学校または中学校名、連
絡先を確認します。
�◦�会議は年内に３～４回、土・日曜日を中心に行
います。

　◦会議はZoomでの参加も可能です。
　◦１回目の会議は８月中に開催する予定です。
社会教育課☎(76)9846

みどり市二十歳の集い

　６月１日付で、自衛隊群馬地方協力本部長と市長
の連名で自衛官募集相談員を５人に委嘱しました。
自衛隊は、有事の際に国民の安全安心を守る任務が
あり、災害が激甚化・頻発化する中、迅速な復旧に
努めていただいています。隊員確保に向けた相談員
への協力をお願いします。
市民課☎(76)0972

自衛官募集相談員委嘱

＜年間スローガン＞
　運転は　⼼とアクセル　おだやかに
＜サブスローガン＞
　曲がり⾓　⾒えない危険が　かくれんぼ
＜運動重点＞
　・自転車の関係する出会い頭事故の防止
　・こどもと高齢者の交通事故防止

�次の全てに該当する人
◦高校や大学などの学校に入学予定または在学中
◦経済的な理由で学校に通うことが困難
◦�卒業した（または在学する）学校の校長から推薦
を受けられる
◦親が１年以上市内に住んでいる
���貸与金額

貸与期間　
　入学または在学する学校の正規の修業期間を上限
※休学期間中は貸与を休止
�８月１日㊏～31日㊊に、右の２次元

　コードから申請後、指定の書類を提出
�選考結果は９月下旬に郵送します。
教育総務課☎(76)9844

貸与型奨学金の申請

区分 貸与金額

高校生など 月額10,000円
（年額120,000円）

大学生・専修学生など
（自宅通学）

月額20,000円
（年額240,000円）

大学生・専修学生など
（自宅外通学）

月額30,000円
（年額360,000円）

	

７月11日～20日は夏の県民交通安全運動

　県の地下水質概況調査の対象井戸を選定するため
令和４年４月以降に井戸を新しく設置した人はご連
絡ください。調査費用の負担はありません。
SDGs推進課☎(76)0985

新設した井戸は報告を

※返還免除制度あり
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https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001719/1009163/1009402.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001719/1006953/1007465.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kurashi/1001629/1001930.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001623/1001721/1002190.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kosodate/1001647/1001800/1002427/1002501.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001623/1001723/1006666.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kosodate/1001645/1001793/1009791/index.html
https://www.city.midori.gunma.jp/kurashi/1001628/1006106.html
https://logoform.jp/form/4KaE/1553322
https://www.city.midori.gunma.jp/kosodate/1002426/1004828/1002603.html
https://logoform.jp/form/4KaE/1059172
https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001716/1005931.html
https://logoform.jp/f/kedCc



